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令 和 ２ 年 度 金 沢 市 一 般 会 計
実 質 収 支 に 関 す る 調 書

令 和 ２ 年 度 金 沢 市 営 地 方 競 馬 事 業 費 特 別 会 計
実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区　　　　　　　　　　　　　　　　　分 金　　　額

１．歳 入 総 額 232,590,786 千円

２．歳 出 総 額 227,594,777

３．歳 入 歳 出 差 引 額 4,996,009

４．翌年度へ繰越すべき財源

（１）継 続 費 逓 次 繰 越 額

（２）繰 越 明 許 費 繰 越 額 1,613,447

（３）事 故 繰 越 し 繰 越 額

計 1,613,447

５．実 質 収 支 額 3,382,562

６．実質収支額のうち地方自治法第233条の 2 の規定による基金繰入額

区　　　　　　　　　　　　　　　　　分 金　　　額

１．歳 入 総 額 4,448,316 千円

２．歳 出 総 額 4,334,600

３．歳 入 歳 出 差 引 額 113,716

４．翌年度へ繰越すべき財源

（１）継 続 費 逓 次 繰 越 額

（２）繰 越 明 許 費 繰 越 額

（３）事 故 繰 越 し 繰 越 額

計

５．実 質 収 支 額 113,716

６．実質収支額のうち地方自治法第233条の 2 の規定による基金繰入額
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令 和 ２ 年 度 金 沢 市 市 街 地 再 開 発 事 業 費 特 別 会 計
実 質 収 支 に 関 す る 調 書

令和２年度金沢市公共用地先行取得事業費特別会計
実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区　　　　　　　　　　　　　　　　　分 金　　　額

１．歳 入 総 額 32,967 千円

２．歳 出 総 額 32,967

３．歳 入 歳 出 差 引 額 0

４．翌年度へ繰越すべき財源

（１）継 続 費 逓 次 繰 越 額

（２）繰 越 明 許 費 繰 越 額

（３）事 故 繰 越 し 繰 越 額

計

５．実 質 収 支 額 0

６．実質収支額のうち地方自治法第233条の 2 の規定による基金繰入額

区　　　　　　　　　　　　　　　　　分 金　　　額

１．歳 入 総 額 2,474,769 千円

２．歳 出 総 額 2,474,769 

３．歳 入 歳 出 差 引 額 0 

４．翌年度へ繰越すべき財源

（１）継 続 費 逓 次 繰 越 額

（２）繰 越 明 許 費 繰 越 額

（３）事 故 繰 越 し 繰 越 額

計

５．実 質 収 支 額 0 

６．実質収支額のうち地方自治法第233条の 2 の規定による基金繰入額
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令 和 ２ 年 度 金 沢 市 工 業 団 地 造 成 事 業 費 特 別 会 計
実 質 収 支 に 関 す る 調 書

令 和 ２ 年 度 金 沢 市 住 宅 団 地 建 設 事 業 費 特 別 会 計
実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区　　　　　　　　　　　　　　　　　分 金　　　額

１．歳 入 総 額 878,390 千円

２．歳 出 総 額 541,629 

３．歳 入 歳 出 差 引 額 336,761 

４．翌年度へ繰越すべき財源

（１）継 続 費 逓 次 繰 越 額

（２）繰 越 明 許 費 繰 越 額 336,761 

（３）事 故 繰 越 し 繰 越 額

計 336,761 

５．実 質 収 支 額 0 

６．実質収支額のうち地方自治法第233条の 2 の規定による基金繰入額

区　　　　　　　　　　　　　　　　　分 金　　　額

１．歳 入 総 額 121,848 千円

２．歳 出 総 額 121,848 

３．歳 入 歳 出 差 引 額 0 

４．翌年度へ繰越すべき財源

（１）継 続 費 逓 次 繰 越 額

（２）繰 越 明 許 費 繰 越 額

（３）事 故 繰 越 し 繰 越 額

計

５．実 質 収 支 額 0 

６．実質収支額のうち地方自治法第233条の 2 の規定による基金繰入額
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令 和 ２ 年 度 金 沢 市 駐 車 場 事 業 費 特 別 会 計
実 質 収 支 に 関 す る 調 書

令 和 ２ 年 度 金 沢 市 国 民 健 康 保 険 費 特 別 会 計
実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区　　　　　　　　　　　　　　　　　分 金　　　額

１．歳 入 総 額 199,600 千円

２．歳 出 総 額 199,600 

３．歳 入 歳 出 差 引 額 0 

４．翌年度へ繰越すべき財源

（１）継 続 費 逓 次 繰 越 額

（２）繰 越 明 許 費 繰 越 額

（３）事 故 繰 越 し 繰 越 額

計

５．実 質 収 支 額 0 

６．実質収支額のうち地方自治法第233条の 2 の規定による基金繰入額

区　　　　　　　　　　　　　　　　　分 金　　　額

１．歳 入 総 額 43,772,247 千円

２．歳 出 総 額 43,527,462 

３．歳 入 歳 出 差 引 額 244,785 

４．翌年度へ繰越すべき財源

（１）継 続 費 逓 次 繰 越 額

（２）繰 越 明 許 費 繰 越 額

（３）事 故 繰 越 し 繰 越 額

計

５．実 質 収 支 額 244,785 

６．実質収支額のうち地方自治法第233条の 2 の規定による基金繰入額
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令 和 ２ 年 度 金 沢 市 後 期 高 齢 者 医 療 費 特 別 会 計
実 質 収 支 に 関 す る 調 書

令和２年度金沢市母子父子寡婦福祉資金貸付事業費特別会計
実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区　　　　　　　　　　　　　　　　　分 金　　　額

１．歳 入 総 額 6,435,206 千円

２．歳 出 総 額 6,426,493 

３．歳 入 歳 出 差 引 額 8,713 

４．翌年度へ繰越すべき財源

（１）継 続 費 逓 次 繰 越 額

（２）繰 越 明 許 費 繰 越 額

（３）事 故 繰 越 し 繰 越 額

計

５．実 質 収 支 額 8,713 

６．実質収支額のうち地方自治法第233条の 2 の規定による基金繰入額

区　　　　　　　　　　　　　　　　　分 金　　　額

１．歳 入 総 額 60,710 千円

２．歳 出 総 額 6,626 

３．歳 入 歳 出 差 引 額 54,084 

４．翌年度へ繰越すべき財源

（１）継 続 費 逓 次 繰 越 額

（２）繰 越 明 許 費 繰 越 額

（３）事 故 繰 越 し 繰 越 額

計

５．実 質 収 支 額 54,084 

６．実質収支額のうち地方自治法第233条の 2 の規定による基金繰入額
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令 和 ２ 年 度 金 沢 市 介 護 保 険 費 特 別 会 計
実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区　　　　　　　　　　　　　　　　　分 金　　　額

１．歳 入 総 額 39,852,660 千円

２．歳 出 総 額 38,904,175 

３．歳 入 歳 出 差 引 額 948,485 

４．翌年度へ繰越すべき財源

（１）継 続 費 逓 次 繰 越 額

（２）繰 越 明 許 費 繰 越 額

（３）事 故 繰 越 し 繰 越 額

計

５．実 質 収 支 額 948,485 

６．実質収支額のうち地方自治法第233条の 2 の規定による基金繰入額




